
２０１８年５月20日（日） １3：００～１5：００
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室

（横浜市神奈川区鶴屋町２－２１－８ 第１安田ビル７階）

ＪＲ横浜駅西口 徒歩５分 info@fp-kanagawa.com

新発想のダブルセミナーが登場！
初級英会話教室＋相続セミナー

予約先着15名
申込締切：２０１８年５月１７日（木）
主催：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ

協同組合

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合は中小企業
等協同組合法を根拠法とする事業協同組合です。内部の組
合員と経済行為を行うだけで外部の第三者と取引を行わない
非営利の団体です。非営利団体という意味では、特定非営利
活動（NPO）法人と類似の団体です！（生産協同組合としての
企業組合に営利性があるので中協法には一般的に非営利を
謳えないだけで、利用協同組合としての事協は歴とした非営
利団体です。中協5条1項4号で出資配当をするときは出資配
当の上限が制限されています。）

〈お申込み・お問合せは裏面へ〉

第1部： 【介護予防・健康維持のための初級英会話教室】 渋谷 弘

第2部： 【 ○×クイズを解いて家族信託の基礎知識を得よう！】 渋谷 弘

第3部： 【相続税概算自動計算機能付エンディングノートの使い方】 岩崎 康之

司会： 滝田 知一

・介護予防や健康維持に繋げるという発想から創出した”初級英会話教室”で、2016年から170回
以上の開催となりました。講師が英会話必須の職場で苦労した経験をヒントに開発した、初級者
向けの分かり易いものです。何とか話せるようになることを目指すため、英文法は忘れて下さい。

・今、相続対策の一つとして家族信託が注目されていますが、その仕組みは専門的で複雑なため、
一般の方にとっては理解し難いものです。「家族信託の基礎知識」を確かなものにするため、○×
形式のクイズを解くことによって楽しみながら学んでいただくようにいたしました。全問正解された
方には相続税概算自動計算機能付きエンディングノート【私の想い】を進呈致します。

初級英会話教室1,500円＋無料相続セミナー

介護予防・健康維持のための初級英会話教室
～何とか話せるようになることを目指します～

＋

○×クイズを解いて 家族信託の基礎知識を得よう！
～今、話題の家族信託とは？～



お申込みは以下の４つの方法いづれかで、

045-315-0121 （電話受付時間 9時～17時、土日祝日を除く）

http://www.fp-kanagawa.com/ にアクセス

以下の欄にご記入の上 045-315-0122 まで送信

info@fp-kanagawa.com 宛てに以下の項目を送信

【介護予防・健康維持のための初級英会話教室】 ： １，５００円
【 ○×クイズを解いて家族信託の基礎知識を得よう！】 ： 無料

開催日：２０１８年５月２０日（日）

開催時間：1３：０0 ～ 1５：０0
会場：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室

（横浜市神奈川区鶴屋町２－２１－８ 第１安田ビル７階）

“セミナー” お申込み方法

ふりがな □ 男 □ 女
□セミナーに参加する

お名前
年齢 歳

電話 ＦＡＸ E-mail

ご住所 (〒 - ）

ご相談内容

ご注意：上記の個人情報は、当組合開催のセミナー関連のみに使用し、他の目的で使用する、あるいは第三者に対して情報を提供することや開
示することはありません。

FAX送信用紙 ０４５－３１５－０１２２

電話の場合

ＦＡＸの場合

ホームページから

Ｅメールの場合

お問い合わせは

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第１安田ビル7階
TEL: 045-315-0121 FAX:   045-315-0122

URL:   http://www.fp-kanagawa.com

E-Mail:   info@fp-kanagawa.com

申込締切
５月１７日（木）


